
事務連絡

平成 28年 2月 10日

都道府県労働局労働基準部労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成 27年度中央労災補償業務監察結果に基づくチェックリストについて

迅速・適正な労災補償業務の運営のため、従前より中央労災補償業務監察結

果報告書と局署の事務処理とを照らし合わせて自局の問題点等を検証し、改善

すべき事項は確実に改善するとともに、事務処理の留意点を労災担当職員に周

知・徹底するよう指示してきたところである。

しかしながら、中央労災補償業務監察においては、毎年同様の指摘事項が生

じていることに鑑み、別添のチェックりストを作成したので、下記により局暑

の事務処理の検証を実施されたい。

記

1 実施対象

労災補償課及び各労働基準監督署

2 実施方法

局署別のチェックりストに基づき、局及び全署にて各項目の取組（事務処

理）について管理者が事務処理状況を確認の上、記載し、適正な取組を確認

する。

地方労災補償業務監察で把握した事項等についても、必要に応じて自由追

加欄に盛り込む等により確認すること。

検証の結果、問題点が認められた場合には改善措置を講じ、その内容を改

善措置欄に記載し、適正な事務処理を徹底すること。

また、署にあっては、検証結果に基づく必要な改善措置を記載したチェッ

クリストを局へ提出すること。

3 検証結果の確認

局は、署から提出されたチェックリストに基づき、改善を要する問題点に

ついて必要な改善措置が講じられているか確認し、必要な指示を行うこと。

なお、局署全体の検証結果については、労災補償課長が取りまとめるとと

もに、労働基準部長に報告すること。

4 継続的な検証の実施

本検証は、一回限りのものとせず、改善措置が継続的に実施されているか

定期的に確認すること。
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平成27年度中央監察結果に基づく労災補償業務チェックリスト【局】

検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無｛有の場合具体的に｝ 改善措置 その後の検証結果

1基本的な事務処理の徹底
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・本省留意通達、中央・地方監察の結果や業務指1'を通じて抱援し
た課題等を踏まえ検討した案について、暑から意見を徴した上で3月
＊までに策定し．通知する．

局業務実施計図（萎 ・策定に当たっては、労働基準部長、労災械償課長を始め労災管理
(1）領）の策定及び通知 調塗官、労災補償監察官等、局の労災舗償業務を担当するすベて

の糠員の共通認織に基づくこと
I参考】

平成20年度本省留意通達（H20.2. 25基労発第0225001号）

①所掌業務の担当者を漏れなく定める（事務分掌及び決裁の順序を
定めた文書と実際に事務処理を担当している者が異なることなくけん
ti体制を確保）

事務分掌及ぴ決議の ②事業但当者以外の者を入力担当者に指定

順序を定めた文書の ③基本部長に拠出し説明するとともに関係駿員に周知

（幻 作成及び定期的なff ＠課長による四芽期ごとの文書に基づく業務実施状況の定期的確

認等 認等
I参考］

①平成25年度本省留意通達（H25.2. 26基労発0226第1号）
②『都道府県労働局における労災繍償業務の適正な実施等につ
いて」 (Hl9. 7. 20基労補発第0720001号）

①事務処理の流れを把握できるリストを作成し、受付から支払等まで

(3) システム化されていな
②の進管4理9状者況lまを月組1回織以的上に、管事理務処理の流れを犯鑑できるリストを確認し

処理の遅れに対して具体的に指示い申請書の管理
I参考I

①平成23年度本省留意通進（H23.2. 25基労莞0225第2号）
＠「労災保険給付事務取扱手号｜」（H25.10. 21基発1021第l号）

①局管理者lま毎月決裁を行い、処理状況を抱復
②処理の大幅な遅延又はそのおそれを認めた場合には、その原因
を明らかにしたよで、期限を付した具体的な指示

(4) 未処理事業リスト等の ③当銭指示事項の実施状況を銅線到来後直ちに確認し、指示事項
活用 が未実艇の場合にはその理由を確認し、期限を付した必要な再指示

［参考I
①平成24年度本省留意通達 (824.2. 23基労発第0223第第l号1'号｝
＠「労災保険給付事務取扱手事1J(H25. 10. 21基発1021

①俊康管理手帳交付申請書の対象傷病コー内閣が来記入等の不備
がある場合、申舗者に対して補正を求める
＠健康管理手帳交付申続審を受け付けた場合、健康管理手帳交付

(5) アフターケア健康管理 申請書受付簿に必要な事項を記入
I参考】手帳の事務処理

①平成27"年度本省留意通達（H27.2. 13基労災発0213第2号）
②『社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領及びア
プタ｝ケア通院費支給要綱の一部改正lこ伴う運用上の留意事項
について（H22.12. 27基労補発1227第2号・基労業発1227第1号）

E自由追加調》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及ひ．地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無〔有の場合具体的に） 改善措置 その後の倹証結果
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2 長期未決事案発生防止及び解消対策v
’h、 ・ .. ，.、

〔1)調査針彊の策定号事

調査計画書に事業の決定までの完結目標日や必要な調査項目が~
E宣されていない、初動調査の実経時期が適当でない事案等につい
て、実効ある調査計画書を作成するよう署長に対して期限を内付容しをた権 、

①事案の決定まで 具体的な抱示を行い、期限到来後直ちに指示事項の実施 ー、
の完結回復目、必要 認
な調査項目及び初動 I参考］ （以下、長期衆決事実対策に共通）
調査の実施時期 ①平成27'年度本省留意通達（HZ7.2. 13基労災発0213第Z号）等各

年度本省留意通達
②『労災保険給付事務取扱手引」 (H25.10. 21蓋発1021第1号）
③各局の労災補償業務実施計画｛要領）等

②箱神障害事業以
要精す神る障事害業事に案つ以い外てで、受司医付薬後の3処か理月状を況経を過確し認、なしお、調処査理計に蘭相書当を期策間定を外できを付後3か月を経

過し、なお抱理に相当 する等、署長管理事案に拳じた管理を行うよう、署長に対して期限を
期間を聾する事業 付した具体的な指朱を行い、期限到来後直ちに確認

＠調査計画書の変 調査の遅延等により当初作成した調査計画書の変更を要する事業
吏 について、署長に対して期限を付した具体的な指示を行い、期限到

来後直ちに確認し肉容を点検

〔幻進行管理

、

①処理経過簿への未tc畿、署管理者の指宋がないこと及び毎月行う
ベき事案検討会の未開催など進行管理の不自信により処理が遅延し

①署管理者の指示 ている事案について、処理経過簿への記裁の徹底と署管理者が進
等 行管理を適切に行うよう、署長に対して期限を付した具体的怠指示を

行L、、期限到来後直ちに確認
②必要に応じ基準部長から署長に対する直後指導の実施

②調査来書官手等処 調査未着手、初動調査の遅延及び取りまとめに長期間を要している
理の遅延 事業等について、署管理者が進行管理を適切に行うよう、署長に対

して期限を付した具体的な指示を行い、期限到来後直ちに確認

③指示・指導の記畿
①烏から暑に対して行った指示・指湯について、処理経過簿への：a
Itを徹底するよラ署を指導
②署への指示事項等の事跡を明らかにしておく

E自由追加棚》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の犠合具体的に｝ 改善措置 その後の検証結果

3 精神障害事案に係る事務処理
， " .. ・ 2－ 

日・，、 、
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①調査未着手、初動調査の遅延及び取りまとめに長期間を要してい
る草案等について、署管理者が進行管理を適切に行ラょう、署長に

〔1）署への指導 対して期限を付した具体的な指示を行い、期限到来後直ちに磁認
②局から署に対して行った指示・指導について、処理経過簿への記，ー
践を徹底するよう暑を指導
③署への指示事項等の事跡を明らかにしてお〈

(2) 専門家意見と認定要 主治医意見、専門医意見、専門部会意見による判断の分類が的確
件の的確な判断 にされている

E自由追加欄》

一・ ． ..... ‘，. 
4、右綿関連疾患1こ係る事務処理 ・ー

， ー•， .‘－”，.晶’・ • ．圃 -. a、‘・ ，， 

(1）医療機関等への周知

新たに労災指定医療機備として指定を受けた医療後関に対して‘パ
①新規労災指定医療 ンフレツト及び石締r.t＜ろ歴等チヱツク衰を送付
機関への労災諸求の I参考】
勧奨依頼 『f石綿による疾病の認定基準Jの周知等について』

(H24. 8. 30基労者告発0830第1号｝

右綿労災認定等事業場の公表時期に合わせた、市区町村広報紙・

②市区町村への周知 誌等への労災補償制度等の掲歳依頼及び受付窓口におけるリーフ

依頼 レット等の~付による周知依頼
［参考］

平成27年度本省留愈通達（H27.2.13£労災発0213第2号）

①石綿関連疾恵に係る労災認定した事案について、石綿疾患労災

請②求石指綿導料の詩災請米有求無の確認
(2) 石綿疾患労災情求指 疾患労 指導科の請求がない場合、算定要件の説明等

導料の請求勧奨 を行う
［参考I

平成27年度本省留意通逮（H27.2. 13基労災発0213第2号）

①本省協議事業について、関係資料を自雇えて本省協議している
、 ②本省協議事案を局に報告するよう箸を指導

I参考】
(3）本省協議 ① I石綿による疾病の認定基績について」 (H24. 3. 29基発0329

第Z号）
＠『石綿による疾病の業務上外の認定のための調査察勉要領に
ついて』 (H24. 9. 20£労繍発0920第1号｝

《自由追加畑｝

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無｛有の場合具体的に） 改善措置 その後の倹証結果

5第三者行為災害に係る事務処理
目 ー ＋ ． 

求償事案について、保険給付（求償緒取得・僚健発生）通知書を所
保険給付〔求償権取 定の期固までに局長に通知するよう署を指導

(I)得・債権発生｝通知書 ， 
［参考I

に係る署への指導 ①平成26年度本省留意通達 (H26.2. 4基労発0204第l号）
②「第三者行為災害事務取扱手号IJ(H27.4.15基発0415第13号）

(2）納入告知に係る事務処理

全Iて参の考求】償事業について災害発生から3年以内に納入告知を行う

①平成27年度本省留意通達（H27.2. 13基労災発0213第2号）
①納入告知 ②「第三者行為災害事務取扱手事｜」（H27.4. 15基発0415第13号）

③「第三者行為詐害における自賠責保険等又は自動車保険等に
対する求伎の取り扱いについてJ (H26. 3. 31基労管発033lj書l
号・基労補完0331第l号）

①災害発生目、債権の把握の時期、徴収決定の有無｛有の場合はそ
の時期｝、納入告知の有無（有の場合はその時期）．消滅時効の完成
日及び処理状況の舞要を一貫できるリストを作成
②局管浬者f;j:月1回当紋リストを定期的に決重量し、消滅時効完成日
が追っている事案がある場合には優先的な処理を指示するほか、処

②進行管理 穫の遅れが認められる事案について担当者に必要な事項を指示
［参考I

①平成2T年度本省留意通達制27.2. 13基労災発0213第2号）
②『第三者行為災害事務取扱手ヲ1J(H27. 4. 15基発0415第13号）
＠『第三斬T為詐寄における自賠責保険等又は自動車保険等に
対する求償の取り扱いについて」 (H26. 3. 31基労管発0331第1
号・基労補完0331第l号）

①労災請求時から第二当事者が不明である場合、災害発生から3年
聞は定期的に第二当事者に係る調査を行うよう暑を指導するととも
に、第二当事者が判明するまで、又f;j:処理を完結するまでは．求償

(3) 第二当事者が不明の ＠ 差し控え事案と同織に債権管理
得合の事務処理 初回給付後に所在不明となった場合、局において災害発生から3

年聞は少なくとも年1聞は定期的に所在調査
［参考】

＠『第三者行為災害事務取扱手ヲIJ(H27. 4. 15基発0415第13号）

①未収納債権については、毎年度債健ごとに、その回収方法、納入
督励手法、講ずべき時効中断措置、これらを実施する予定時期等を
明確にした債権回収計画を策定
＠債権回収計画にl主、債権ごとの収納状況や時効中断措置又lま納
入管励の実施状況を抱援できるリストを添付

(4）債権管理 ③局管理者Iま月1回当該リストを決裁し、処理の遅札や時効中断措 て

置の漏れがないよう担当者を指導（消滅時効の完成が迫っている事
;fol立優先的に調査するよう指示、多数の事案が計画通りに進んでい
ない場合、調整の上、必要な人員の投入等）

①［参平成考I7年度本省留意通達（H27.2. 13基労災発0213j喜Z号｝
② I第三新T為災害事務取扱手ヲ1J(H27. 4. 15基発0415第13号）

、

（注）検証項目の空欄には本省留意通逮及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 適Eな取組 問題点の有無｛有の場合具体的に） 改善措置 その後の倹E結果

①納入督励業務委髭の積極的な活用
②高額債権の弁護士等による回収業務委託の積極的な活用
［参考】

①平成27年度本省留意通達（H27.2. 1る3損基害労賠災発償0213j担号）
(5) 委託業務の積極的活 ②「平成27年度第三者行為災害によ 害賠償に係る償績の納

用 入督励業務の外郎委託についてJ (H27. 6. 30基補完0630第1号）
③「求償債権の回収業務の業務委託の実施について」 (H 
17. 7.19基発第0719002号）
＠『求償債権の回収業務の業務委託に当たっての留意事項につ
いてJ (H17. 7. 19基労楠発第0719002号）

派遣労働者が被った労働災害が第三者行ゐ災害に該当するか吾か

派遣先事業主に係る 後討の上、該当する場合には必要な調査を実施するよう暑を指纏

(6）求償事務の署への指 ① ［参考l
導 『第三者行為災害事務取扱手511(H27.4.15基発0415第13号）

②『派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱いについてJ
(H24. 9. 7基禿0907第4号）

《自由追加欄3
ー司 ’d』． ， ’.宮 ， ‘ 二L • - • ーも ' こ： ’， wτ 志aι 向 二一E一L，・． 6費用徴収に係る事務処理

. '・ ·~ ・．ー ・ー 帝， -' 国h .；’，v ' 

滞納事業場リストや労働者死傷病報告提出事業場リスト等を定期的

暑からのの報該告当漏れを
に抱獲し、暑からの報告が漏れなく行われているか確認

(1）防ぐため 当事実 I参考】

の把握方法 ①平成26年度本省留意通達（H26.2. 4基労発0204第l号）
＠平成24年度本省留意通達（H24.2. 23基労発0223第I号）
③『労災保険給付事務取扱手号l』佃25.10. 21基発1021第1号）

①局管理者I立、事務処理の流れを管理できるリストを定期的に決毅、
し進捗吠況を杷纏

e、
＠把握した事業について速やかに費用徴収該当の有無を決定

事案の進行管理によ ③労災法第31条jj;"g買第3号事業について費用徴収決定を行ラ場

〔幻り判断が遅延しないよ 合［参、事考前lに本省報告
うにしているか

①平成27年度本省留意通逮（H27.2. 13基労災発0213第2号｝
②平成2.6年度本省留意通達（H2.6.2.4基労諸0204第1号〕
＠平成24年度本省留意通逮（H24.2. 23基労発0223第Hま）
cT労災保険給付事務取扱手号IJ(H25. 10. 21基発1021第l号）

①債権管理計画の策定
②進捗状況を組事量的に管理（担当者任せにしていない）

徴収決定後の納入賛 ③事案ごとに納入督励や時効中断鎗置等の処理状況の事跡が記蛾
(3）励、時効中断措置及 されているか確包

ぴ管理者の進行管理 I参考］
①平成26年度本省留意通達（H26.2.4基労発0204第1号）
②平成22年度本省留意通達（H22.2. 25基労苑0225第l号）

E自由追加凋｝

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災



（機密性2) 6 I 44 

検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に｝ 改善措置 その後の検証結果
ー． .. 

一 時 一’ 目見 、 ・・ ． － - • ＇、 句ト ー・ －，・伽 唱．，， ' ’ 『 曹ー． ・ ’ .. 

7 労災診療に係る事務処理 , 

，一

①地方厚生局等からの提供情報に係る受付簿の整備
＠地方厚生局等から提供される指導結果等情報について、指定医
療機関等の調査・指導対象の選定及び労災診療費審査業務への活
用
③地方厚生局等から提供される施設基準情報について、労災診療
貧審査業務における施設基講確認への活用
④地方厚生局等からの提供情報を基に指定医療機関等に対する指

(1】地方厚生局等からの 導等を行った鴻合において、地方厚生局等から指摘された旨を発言
する等のことがないよう情報管理に十分国意提供情報の活用
I参考】 I 

① f地方厚生局等から提供された診療報醜返還等に関する情報
提供の労災診療費審査業務への活用等について」 (H25. 4. 8基労
発0408第l号）
②「地方厚生局毒事から提供された診療報酬返建等に関する情報
提供の労災診療費審査業務への活用等における留意事項につい
てJ (H25.4. 8基労檎発0408第l号）
③平成26年度本省留意通達（H26.2. 4蕃労発0204第l号） , 

誤E膏求の多い労災指定医療機関に対する実地指導計画の策定及び
（の 労対災する指実定地医指療導縫関に 実I地参考指導］の実施

平成26年度本省留意通達（H26.2. 4基労発0204第I号｝

実箱計画の策定及び計画的な利用勧奨の実施

(3) 労災レセプト電算処理 ［参考I
① f労災レセプト電算処理システムの普及促進に向けた取飽にシステムの利用勧奨
ついてJ (H26. 1. 24基労発012.4第1号）
②平成27年度本省留意通達（H27.2. 13労災発0213第2｛手）

《自由追加棚》

（；宝）検証項目の空榔には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災



（機密性2)

検証項目

8審査請求事案

審査請求事案の進行(l) 
管理

審査請求受理後3か
月を経過するも決定し(2) 
ていない鳩合の審査
請求人への対応

棄却又は却下する場
(3）合の審査指求人への

対応

《自由追加欄》

自局の取組状況 適正な取組

労災補償課長l士、毎月「審査錆求処理計画・処理経過簿』lこより審査
務求事業ごとの進捗状況を把握し、処理が遅延している場合にI立、
労災補償監察官等と検討を行い審査官に対して助言等を行うととも
に『審査請戒処浬計画・処理経過簿』に事跡を記鮫
I参考1

①平成26年度本省留意通達（H26.2. 4基労発0204第1号）
②平成22年度本省留意通達（H22.2. 25基労発0225jil号）

審査官が審査請求人に対して処理状況等をT＊に説明（処理経過
簿に事跡を包蔵）
［参考】

平成22年度本省留意通達（H22.2. 25基労発0225第1号）

審査官が棄却又は却下する場合（特に脳・，Dill疾患事案、精神障害
害事事菜、長期間を要した事案）については、必要に応じて、請求人に
対し決定の理由等をできる限り分かりゃすく、懸切・丁寧に説明
I参考I

平成22年度本省留意通達（H22.2. 25基労苑0225第l号）

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加

7 I 44 

問題点の有無（有の場合具体的に｝ 改善措置 その後の検証結果

’. .， ’一－.. - '~ 
. . ' - .＇，ヰ F ・

h ー
マ

、 ．一 一一ー司、, • - • K － ー，
v 司 V 正 . .・＇ ,, ・.. ' • 

局労災



（機密性2) 8 / 44 

検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無｛有の塙合具体的に） 改善措置 その後の検証結果

9 労災関係書類等の管理
、！ー

・ー

(I)労災補償業務で使用する外部電磁的記録媒体等の管理

①管理者（課長又lま補助者）が管理簿に使用・返却の都度記践して
管理
②施錠できる係管庫で管理
③庁舎内でのデ－告移動等ー持使用のみ可であり、存食外に持ち出
ししない
＠分斤舎で使用する外部電磁的記録媒体I立、補助者を置き、管浬
簿によりその使用状況を管理

①USBメモリの管理 ①I参『考「労】災保険関係書類のリスク評価に基づく対策の導入につ

いて』の一郎改正について』 (H26. 3. 24基労発0324j膏1号）
②「労災保険関係書類等のPスク評価に廷づく対策の導入につ
いて」 (H22. 12. 27基労発1227第l号）
③「労災保険関係書類等のリスク評価に基づく対策の留意点に

a・
ついてJ (H22.12. 27基労摘発1227第3号）
＠「労働E準行政情報システム・労災行政情報管理システム及
ぴ労災レセプト電算処理システム運用管理要領』 (H27. 3. 31基
発03315喜7号）

①管理者（課長又lま補助者）が管理簿に使用・返却の都度記事Eして
管理
②施錠できる保管庫で管理
③斤舎外持ち出しが地方労災医長等の専門医への意見依頼又l立本
雀・局・署間協議の場合に限定されており、この場合であっても許可
簿により管理者のゑ認を受けている

②医燦燦聞から収集 ［参考］
した画像所見等を収 ①『 I労災保険関係書類のリスク評価に基づく対策の導入につ
録した外部電磁的記 いて』の一部改正について』 (H26. 3. 24基労発032策4第の1号）
録媒体 @f労災保険関係書類等のリスク評価に基づく対 導入につ

いて」 (H22.12. 27基労発1227第1号）
③ f労災保険関係書額等の9スク評価に基づく対策の留意点に
ついて」 (H22. 12. 271/i労補発1227第3号）
③「労働基準行攻情報システム・労災行政情報管理システム及
び労災レセプト電算処理システム運用管理主要領』 (H27. 3. 31~ 
発0331第7号）

(2）請求書等の書類

①受理した舗求書及び申請書（;t直ちにシステムに登記できるものを
除き収受の実績を文書に記録
②業務終了後、減員が個人的に管理している机等に保管せず、所定

①処理中の錆求書等 の保管場所に保管するとともに他の文書と混同することを防止する

の保管 措置を講じる
I参考］

①『労災保険関係書類等のりスク評価に基づく対策の導入につ
いて」 (H22. 12. 27基労発12271吉1号）
②『労災保険給付事務取扱手号1J(H25. 10. 21基発1021第i号）

①重要~が最高の書気等の廃棄については、管理者を含む復数名
で行い、廃棄の期日・廃棄の事跡を管理簿に記It
＠重要度が高い又l;I:普速の書類等の廃棄については、管理者文（;t
舗助者と担当者の複数名で文書の選~IJ

②書類等の廃棄 I参考】
①『労災保険関係書類等のPスク百平価に基づく対策の導入につ
いて」 (H22. 12. 27基労発1227第1号）
②「労災保険関係書類等のPスク評価に基づく対策の留意点に
ついて』 (H22.12. 27基労補発1227第3号）

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災



（機密性2) 9 / 44 

検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の倹a結果

録作カードの管理・保管については、施主主可能な金庫等に保管し.I.量
作カード管理者又l立操作カード管理担当者が行う

(3）操作カードの管理 I参考】
『労働基讃行政情報システム・労災行政情報管理システム及び

労災レセプト電算処理システム運用管理要領」 (H27. 3. 31基発
0331第7号）

(4）情報セキニ...），.イ対策

①重要な情報！立、原則として労災行取情報管理システムに保存
＠外部電磁的記録媒体は庁舎内でのデ一世移動等一次使用のみ使
用可、使用後はデ－舎消去
I参考1

①情報の利用・保存 ①『労災保険関係書類等のリスク評価に基づく対策の導入につ
いてJ (HZZ. 12. 27~査労発1227第1号、一部改]EH26. 3. 24基労発
0324ffil号）
@f労災保険関係書類等のリスク野価に韮づく対策の留意点に
ついて」 (H22.12. 27基労補発12275喜3号）

①情報の絡i寸及び取扱制限の決定・明示をしている
②重要情報を記録する場合、パスワード設定している

②情報の絡付等 ［参考I
①厚生労働省情報セキュPティポPシー（H27.12. 21改正）
②情報取扱手順書（27.4. 28) 

《自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災



（機密性2) 10 / 44 

検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の湯合具体的に｝ 改善措置 その後の検証結果

10監察関係。 ' ・・4‘』 . ー.. ．‘可..・・，圃 － ・e•• ＋’ 圃・ － ・．・．ー圃． ， 

署の業務運営上の問題点の把握や効率的な監察に資するよう、監
繋方針、監察項目及び実施時期等について、関係各務課室長も参

(1）監察官十画の策定 画の上、行政運営方針、業務実』主計画、地方監察及び中央監擦の
結果等を踏まえた十分な験討を行い、前年度末までに策定
I参考】
f地方労災補償監露書官監察指針J (H24. 3. 28基発0328第8号）

①毎年同じ月であるような容易に想像できるものとならないよう考慮
した通信監察・机上監察対象月の検討
②机よ監察について、原則として実地監察の前に実施

(2）通信監察等の実施 ③通信監察対象とした請求人の居所2肝不明の場合、公的後1',11から
の戸籍収集等によりi阜跡調査し、不正受給の有無を確認
I参考I

① I地方労災補償監察官指針J （回4.3.28基発0328第8号）
②平成22年度本省留意通達（H22.2. 25基労発0225第1号）

①実地盤繋の終了後、監察官lま、監察結果の概要を局長及び関係
部課室長に速やかに口頭報告
②監察の実施後、是正改善を必要とする事項について、速やかに開

地方監察実施結果の 係留課室長を交えて内容を検討
報告、是正改善事項 ③当年度に実施した監察の結果については、自耳係部課室長を支え

(3) の検討体制及び監察 被討の上、監察結果報告書として問題点について原因と対策につい
結果の取りまとめ て具体的な意見を添えて年度内に取りまとめ、職員へ通知

I参考】
①平成22年度本省留意通達 (!122.2. 25基労禿0225第1号｝
②『地方労災補償監察官監察指針J (H24. 3. 28基発0328第8号）

．一
中央・地方監察の指 同ーの不適切な事務処理防止のため、是正改善指置が継続して実

(4) f商事項（局及び署｝に 施されているか定期的な確認
係る是正改善措置実 ［参考I
施状況の確~ 平成27年度本省留意通達（H27.2. 13基労災発0213第2号）

《自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災



（機密性2) 1.1 / 44 

検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の犠合具体的に｝ 改善措置 その後の償証結果

11職員研修の実施 J
ー一，

一 ，

・着任前の実絡が望ましいが、困鍛な場合Iま着任後速やかに実絡

・・地中失方監監察察でや指業摘務さ指れ導たを問通題じ点て把とそ握のし原た課因姐

・局業務実施計画に定められた署管理者として徹底すべき事項（長
新任の署長・次長研 期末決事案の発生防止と早期解消に対する進行管理の具体的方

(1) 修の時期、内容、時間 j去）
（よ記項闘の説明lこ必要な時聞を確保のこと｝
｛参考］

①平成26年度本省留意通達（H26.2. 4基労発0204第1号）
②平成23年度本省留意通達（H23.2. 25基労発0225第Z号｝

－着任前の実!iが望ましいが、困聖堂な場合lま着伝後速やかに実施
・中央~察で指摘された問題点とその原因
・地方監事軍や業務指導を通じて抱握した課題

新佳の労災担当課長
・当該署にお施け計る画重を点踏課ま題えた労(2）研修の時期、内容、時 ・局宗務実 災担当課長としての役割とその事務

r.i （上記項自の説明1：：必要な時間を確保のこと）
【重量考】

①平成26年度本省留意通達（H26.2. 4基労発0204第1号｝
②平成23年度本省留意通達（H23.2. 25基労発0225第2号）

①労災業務OJTマヱュアル等に基づき実地訓練の計画的かっ確実

な②実ブ施ロック・キー局又lまブロック内当番局による労災補償業務担当者
初めて労災補償業務 研修の実路

(3) に就く者に対する研修 I参考I
①『平成27年度地方労働行政戦員研修計画についてJ (H27. 3. 6 
地発0306第2号）
②平成27年度本省留意通達（H27.2. 13i喜労災発0213第2号）

《自由追加桐》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災



（機密性2）‘ 12 / 44 

検証項目 自局の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検E結果

f自由追加欄》

E自由追加欄》

<111由追加柵》

《自由追加欄》

t自由追加棚3

《自由追加欄》

（注）検証項自の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項匡を適宜追加 局労災
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平成27年度中央監察結果に基づく労災補償業務チェックリスト【局】

検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検証結果

1 基本的な事務処理の徹底~－ . - 巴， も ：『戸～ー・6『’－・・＋ -』
司 －－－ー E・r，可刷ー、－ー，午予－，：＂.. ‘ ，’ .,_ : .• －＇・~’，・：、d“a .:_ 、 ， a』唱恒 一＋＋ 冒ー・・R ．』 ＋ 守 a・a‘”，．

' •, 

（記載例）

（記載例）
｛記鍛例）

次年度の実施計画の策定に当
局業務実施計画（要 ①中央監察結果報告書における他局の事例や各署の問題点を踏まえて たっては中央監察結果報告書ととも

(1）領｝の策定及び通知
本省留意通達及び地方ミに監策寝定結し果、4報R告書等を踏まえて4完封した案を署に示し、各 いない． に各暑の事務処理状況の倹E結果

署意見を踏まえて3月末 定 月に各署畏あて通知した． ②策定に係る検討の開始が2月からと遅れたため、年度内に各署長あて を踏まえた内容とすることとした．ま

通知できていない． た、年度内に各署長あて通知できる
ょう、策定に係る検討を遅〈とも1月

' から開始することとした．

事務分掌及び決裁の

し

順序を定めた文魯の
（幻作成及び定期的なlit

認等

(3) システム化されていな
い申積書の管理

(4) 未処理事案リスト等の
活用

(5) アフターケア健康管理
手帳の事務処理

《自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災



（機密性2) 14 / 44 

検証項目 自局の取組状況 問題点の有無｛有の場合具体的に） 改善措置 その後の検liE:結果

2長期未決事案発生防止及び解消対策
. ' . - , .... 酔 『冒ー・‘r • 園n』匂 h － ・、,. . 『-. ... A ・』 － h，、』....’ .. 』司ー’ア , .. --. a』...: vー・ - - 祖 干 . .,  - －－耳 噌 ー，，－』‘＞ -. 『．r; '" 

a・

(1）調査計画の策定等

①事案の決定まで
の完結目標目、必要
な調査項目及び初動
調査の実施時期

②精神障害事業以
外で受付後3か月を
経過し、なお処理に相
当期間を要する事案

③調査計画書の変
更

（幻進行管理

． 

①署管理者の指示
等

②調査未着手等処
理の遅延

③指示・指導の記載

《自由追加繍》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検怪結果

3精神障害事案に係る事務処理
..‘ ， E ．， 

..『・ ‘7 ，’ ..開 ,・ 盲 ・目 < ＋目r 冒 圃－ ・a• 

司’一， .、. a 申

(1) 署への指導

(2) 尊門家意見と認定裏
f牛の的確な判断

t自由追加欄》

4 石綿関連疾患に係る事務処理 ． 
、、 ..句． -

(1）医療機関等への周知

①新規労災指定医療
機関への労災繍求の
勧奨依頼

②市区町村への周知
依頼

， 

(2) 右綿疾患労災請求指
導料の請求勧奨

(3）本省協議

《自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（有の勾会具体的に） 改善措置 その後の検E結果

’－ －・ Eロ

5 第三者行為災害に係る事務処理 4、 、匂 でL

、ド

保険給付｛求償権取
(1）得・債権発生｝通知書

に係る署への指導

(2）納入告知l二係る事務処理

①納入告知

②進行管理

＼ 

．‘ 

(3) 第三き当事者が不明の
場合の事務処理

(4）債権管理

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検liE結果

(5) 委託業務の積極的活
用

派遣先事業主に係る
(6）求償事務の署への句、

導

《自由追加繍》

6費用徴収に係fるー事務処理
．・、t ー 、＋ 、r 「、ー・’ ＋． a』 園

’，， ‘、 ． 、
，、－

d 、’C . .. 

署からの報告漏れを
(1）防ぐための該当事案

の把狸方法

事家の進行管理によ
（幻り判断が遅延しないよ

うにしているか

徴収決定後の納入督
(3）励、時効中断措置及

ぴ管理者の進行管理

t自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監祭結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検匪結果

’ l・、． 可ー・ 、 司V，． 、ー・4・ ー ・ 』 ． 7 労災診療に係る事務処理

(1) 地方厚生局等からの
提供情報の活用

(2) 労災指定医療機関に
対する実地指導

(3) ’労災レ台プト電算処理
システムの利用勧奨

《自由追加凋3

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（有の犠合具体的に） 改善措置 その後の検E結果

白 色 ・‘ J，、A・e ． ・ ，、、d t」 ぜ』

8 審査請求事案
．‘b --. 

(1) 審査結求事案の進行
管理

審査請求受理後3か
月を経過するも決定し

(2)ていない場合の審査
請求人への対応

棄却又は却下する場
(3）合の審査請求人への

対応

《自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災



（機密性2) 20 / 44 

検証項目 自局の取組状況 問題点の有無｛有の場合具体的に｝ 改善措置 その後の後証結果

9 労災関係書類等の管理
一’

(1）労災補償業務で使用する外部電磁的記録媒体等の管理

①USBメモリの管理

②医療機関から収集
した函像所見等を収
録した外部電磁的記 〆

録媒体

．‘ 

(2）請求書等の書類

①処理中の請求書等
の保管

「

②書類等の廃棄

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無｛有の初会具体的に｝ 改善措置 その後の検笹結果

(3）操作カードの管理

(4）情報セキュリティ対策

①情報の利用・保存

②情報の絡付等

《自由追加繍》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及ひ・地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検5:iE結果
』 A’・ .， a可4』ー. 1’＇： ＇晶 r町、，，d ー’ .－.冒＇•＇』； ・・：，園‘、.. 

10監察関係 、，
一・

(1）監察計置の策定

（幻通信監察等の実施

地方監理主実施結果の
(3) 報告、是正改善事項

の検討体制及び監察
結果の取りまとめ

中央・地方監聖書の指
(4) 織事項（局及び署〕lこ

係る是正改善指置実
施状況の確認

《自由追加欄｝

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（有の犠合具体的に） 改善措置 その後の検箆結果

11職員研修の実施
、

• • • d一： ・一 ” a回 ， －” ' . 目. .  

司， h こF て＋合．巴i'‘ a：町、吋 C

新佳の署長・次長研
(1) 修の時期、肉容、時間

新任の労災担当課長
(2)研修の時期、内容、時

問

で｝

初めて労災補償業務
(3) に就く者に対する研修

《自由追加欄｝

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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検証項目 自局の取組状況 問題点の有無（宥の場合具体的に｝ 改善措置 その後の検笹結果

＋ー 1i ’一、．，
・、，，：『‘e・－' 2・

’・－・・， ，且 ．ー』 ・w‘d『』”晶 ’‘ － ． 

f自由追加欄》

f自由追加欄》 ー、

《自由追加棚》

《自由追加欄》

《自由追加欄》

《自由追加欄｝

‘ 

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 局労災
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平成27年度中央監察結果に基づく労災補償業務チェックリスト【署】 蓋P

検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検証結果

1' ；基本的な事務処理の徹底ー ,. .. - ー．
司司 与 色， 、A ・a』 - ’ j’＋・k て.昼・， 目 、F ~，男p、 . 一 ーゐ

(1）請求書等の即日入カ等

①②即事日入力の徹底
業担当者以外の者を入力担当者に指定し、入力担当者以外

の入力禁止
③入力前の鵠求書の保管場所を特定し、入力状況を始業・終業

①請求書の入力 時に確認
【参考】

①平成26年度本省留意通達（H26.2. 4基労発0204第1号｝
②平成z5，年度本省留意通達仰25.2. 26基労発0226第1号）
③「労災保険給付事務取録手号IJ (H25. 10. 21基発1021第l号）

①不備返戻を要するもの及び入力キ付ャ請ン求セ書ル処さ理れ簿項を目整舗自立が必
要な請求書の管浬のため、保険給 嫡

②保険給付請求書処 ②保賎給付請求書処理簿に必要な記載項目が具備
理簿 ．「 ［参考I

「労災保険給付事務取扱手引』（H25.10. 21基発1021第l号）

①記事t内容を確認して受付日付印の掬印
＠③ 不備返戻機弐による決鍛

③不備返戻処理 保険給付請求書処理簿への記猿
④再提出された際、受付日付印を余白に押印
I怠考1
「労災保険給付事務取扱手号I」〔H25.10. 21基発1021第I号）

入力キャンセルの場合、当日中に繍正できない請求書について
l立、保険給付請求書処理簿に記銭し、入力できるまでの聞の管理

＠キャンセルされ当日 者による管理
中に補正できない場 ［参考］
€; ①平成24年度本省留意通達（HZ4.2. 23基労発0223第1号）

②「労災保険給付事務取扱手事IJ(H25. 10. 21£発1021第1号）
＠「労災保険業務機彼処浬手写r1 <HZ3. a. 31~発0331第3号）

(2）未処狸事業リスト等の活用

①署管理者は定期的に決裁し、処理状況を把握
②処理の大幅な遅延又はそのおそれを認めた場合にl主、その原
因を明らかにした上で、期限を付した具体的な鋸示
③当該事項の実施状況を期限到来後；直ちに確認し、指示事項が

①未処理事実リストIこ 朱実施の場合にはそのま重自を確認し、期限を付した具体的な再治
よる進行管理 司言

【参考】
①平成24年度本省留意通達（H24.2. 23£労発0223第l号）
②平成23年度本省留意通途（H23.2. 25基労発0225第Z号）
③『労災保険給付事務取扱手号IJ倒25.10.21基発1021第1号）

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 著労災
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検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検証結果

①「労災就学援護費未支給者リスト」！こ基づき支給対象者漏れを
確認し、申請勧奨

②労災就学ti謹費未 ②『援護資支給開始メッセージりストJIこ基づき労災就学等媛護費
支給者リスト等による の支給申請漏れの有無を確認し、未申請であることを抱湿した場
労災就学等緩謹費の 合に［;I:、該当者に対する確認及び申請勧奨
申請漏れの纏認 I参考】

①平成27年度本省留意通達（H27.2.13基労災発0213第のZ一号）部
②「労災保険業務機械処理手ヲI（年金・一時金業務） 改
正についてJ (H25. 9.17基発0!117J再3号）

①給付基礎日額の算定に当たり、賃金総額に算入すべき賃金
I立、現実に既に支払われている賃金のみではな〈実際に支払わ
れていないものであっても、平均賃金の算定事由発生日におい

(3) 海正な給付基礎日額 て、賃金債権として認定すべきものを含めて算定
の算定 ②事業犠における給与規定等の確認

［参考l
①平成27年度本省留意通達（H27.2. 13基労災発0213第2号）
②「労災保険給付事務取扱手号IJ(H25. 10. 21基発1021第1号）

休業（補償｝給付の支給を受ける者のうち病、療の養状開態始に後限1年柏、月
を経過した者の全てから1か月以内に「傷 関する届Jの

(4) 傷病の状態等に関す
鍵I参出を考求】めているる届の提出

①労災保険法施行規則第18条の2
②「労災保険給付事務取扱手引』 (HZS.10. 21基発1021第l号）

(5】請求人等への懇切・丁$な対応

①請求書を受付後3か月を経過した事業I土、担当者から処理状況
を請求人へ連絡し、その後、おおむね月1固定期的に連絡

①請求人等への処理 ②処理経過簿へ連絡の事実を：a’E
状況等の説明 ［参考］

①平成27年度本省留意務通取扱達（H27.2.13基労災発0213第2／第号ii号）
②『労災保険給付事 手号]J(H25. 10. 21基発10

①不支給決定等の処分の通知を行う場合、具体的に不支給理由

②不支給事案に係る
②を記脳S・E心臓疾患事案、精神障害事案及び長期朱決事業の不支給
決定を行った場合、その理由等をわかりやすく説明

説明 ③不支給理由等の個人情報を医療機関等に通知しない
I参考｝

①平成26年度本省留意通達 (H26.2. 4基労発0204第I号）
＠『労災保険給付事務取扱手引』（H25.10. 21基発1021第1号）

①入力・審査、支給決定、支払等の事務処理の流れを把握できる

(6) 審査請求等で取消と 衰を作成し、進捗状況を組織的に管理
②原則として1か月以内の処理なった事業の管理
I参考】

平成24年度本省留意通達（H24.2. 23基労発0223第1号）

4自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災
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検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検ii結果

2 長期末決事案発生防止及rJ..早期解消
ー．． ，.・ 』． . , .....，、－四b ． ，．、， .... ・ーー， ・臼 H 』晶ー』．． ., ・k『・伊 崎、 ． ‘ -~ r- • . ' •.· • " 

. , ... 
’ ‘帽干．‘ー－，，ーC ・, 

,. 
‘＆ d ’l晶 、同，、＇ ，’、 －・一 、.＜ペ，・＇.. ,,: -~ 

署管理者I立、請求書受付後3か月経過した事業について、
①署長管理事案に準じた手法！こより徹底した事案管理を行い‘原
則として語求書受付後6か月以内の決定を固指す
②調査針面に基づき事案処理のための期限を付した具体的な指

③示を当行該う期限までに指示したことが実絡できたか、目的とした成事的果確
(1) 管理者の進行管濯 lまf専られたか確認し、必要に応じて的確な指示を実施する等

な進行管理を実ME
I参考］ （以下、長期来決事案対策に共通）

①平成27年度本省留意通達（虹27.2. 13基労災発0213第Z号）等

各年度本省留意給通付事達務取扱
②『労災保険 手号1J(H25. 10. 21基発1021第1号）
＠各局の労災補償業務実施計箇（要領）等

署長が加わった事案債討会を次のとおり開催
①精神障w•ヨ巨については、錆求書受付後遅滞なく｛その後毎月

(2) 事案検討会の開催時
期

開催｝

②•j青精求神書障受害付事の来時以点外でに3つかい月てをは超、える見込みがあるとき｛その後毎

月開催｝
・i青求書受付当初には早期の処理が予定されていたが、3か月を
綬過したとき（その後毎月開催）

(3）調査計画書の策定

①段定すベき内容 ①事業処理のために必要な鋼査項目や完結目標目を設定
＠調査の遅延等や局から変更指示を受けた場合I立速やかに変更

②謂査計画書の策定
①②過調去査の同種事業の事務処理方法、事例集の内容を行等をい参、事考務

の時期、項目、方法、分担等について検討を 、 処
理全体を通じた2問責計画を策定

③請求書受付時点で
3か月を超える見込み
がある事案及び請求 舗求書受付後3か月を超えることが見込まれる事案及び阜織の処
書受付当初には、早 還が見込まれたが3か月を経過した事案I立、その時点で判明して
期の処理が予定され いる事項及び今後調査が必要な事項を明らかにしたうえで事案検
たが、3か月を経過し 討会を開催し、速やかに作成
た事案の調査計画書
の策定

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災
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検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の倹証結果

①処理経過簿l立、署管理主者が、月t回以上定期的に処理経過簿
を決裁、事案の処理状況を確認し、期限を付した具体的な指示を

(4) 処理経過簿の決議、 行い．期限到来後直ちに確認し必要に応じて指示・指導
②事案検討会における指示・指導事項は処理経過携に記歳記事E
③署管理者は、指示・指導事項が履行されていない場合の理由・
原因を確認の上、期限を付した具体的な指示を行い処理経過簿
に官i!lt

他保険への返還が必要となる事業の処理に当たっては、被災労

(5) 他保険への返還が必 働者の置かれた状況や返還に要する誠に＋分疋慮する
I参考］要となる事案の処理
『健康保険の給付を受けていた労働者に対する労災保険給付

の取扱いの徹底についてJ (H27. 9. 11基補完0911第l号）

《自由追加欄3

3 精神障害事案に係る事務処理l

一， ，・．． 司

，ト4吟

請求書受付後速やかな以下の事項の実施
①署長が参加する事業検討会の開催
②申立書の受領又｜立請求人聴取を実施

(1）初動調査等 ③＠ 調査計画の策定
調査計画を局に報告

［参考神降I 
f精 寄の労災認定実務要領J (H24. 3. 30基労発0330第5

号、一部改定H27.10. 30基繍発1030第1号）

既往歴が認められる場合、既往涯の十分な調査

（幻既往歴調査 I参考1
「精神障害の労災認定実務要領J (H24. 3. 30基労発0330第5

号、一部改定H27.10. 30基橋発1030第1号）

①署長I.I:、処理経過簿を月1回以上決議し、事業の処理状況を健
認
＠署管理者は、事案検討会を月1回以上開催して‘事案ごとに進
捗状況、調査よの問題点、今後調査すべき事項及びその手法等
を明らかにする

(3）管理者の進行管理 ③署長I土、処理経過簿の決裁及び事案検討会において、期限を
付した具体的な指示を行う
＠署管理者指示事項、局指示事項等の処理経過簿の記織の微
底
I参考I

①平成27年度本省留意事項通達（H27.2. 13労災発0213第第i号4ま）） 
＠「労災保険給付事務取扱手引』（H25.10. 21基発1021

《自由追加綱2

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加
署労災
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検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検誌結果

，， 
• -’ ' . 阿且

4 石綿関連疾患に係る事務処理 E ‘’J・． ・.＇ト－，ー..・. 

、，

業務上外の判断に当たっては、飾がん、中皮腫及びぴまん性絢
I真肥E軍事業について労災医員等の意見を徴する

業務上外の判断に当 ［参考］

(l)たっての労災医員等 ①石綿による疾病の~定基準について（H24. 3. 29基発0329第Z

の意見 号）
＠「石綿による疾病の業務上外のm定のための調査実施要領
について』 (H24. 9. 20基労格発ono第l号）
＠平成27年度本省留意通達（H27.2. 132'労災発0213第2号｝

本省協諸事案について、関係資料を添えて局へ報告している
I参考】

(2) 本省協議事案の局報 ①石綿による疾病の認定基準について（H24.3. 29J正鎗0329第2
~ 号｝

②「石綿による疾病の業務上外の111.定のための調査実施要領
について」 (H24. 9. 20基労摘発0920第1号）

E自由追加欄》

5第三者行為災害に係る事務処理
－ ， 、 ． ..... 

、 ' -~· 
”ー守E ． ’ •, 

. ＇炉: . ’ 

①第三者任急災害届を受け付けた場合、第三者行ゐ災害届受付
台帳に必要事項を記践し、受付印を押印
②特別支給金のみの申請であることが明らかな場合等は第三者

(1) 第三者行為災害届の 行急災害届の銀出l立不要
［参考I受付

①「第三者行為災害事務取扱手弓｜』（H27.4. 15l量発0415第13
号）

②「派遣先事業主に係る第三者ff為災害の取扱いについてJ
(H24. 9. 7基発0907第4号｝

①第三者行急災害受付台帳及び第三者行為災害処理経過簿へ
の記践の徹底

第三者行為災害受付 ②署管理者は、第三者行ゐ災害届受付台帳及び第三者行急災

(2) 台帳及び第三者行a 害処理経過簿を定期的（少なくとも月1困)f：；決章者し、処理状況を
確認災害処理経過簿の決
I参考】主主

①平成27年度本省貿意通達（H27.2. 13基労災発0213第2号｝
②「第三者行為災害事務取扱手号｜」（H27.4.15基発0415第13
号）

初回の保険給付を行った擦は速やかに、Z回目以降の保険給付
については四半期ごとに取りまとめ、当E主期＊の宝E月末Bまでに

(3) 求償事案に係る事務 保険給付（求償権取得・債権発生）通知書による局長へ通知
I参考I処理

①平成27年度本省留意通達（HZ7.2.13£労災発0213第2号）
②『第三斬T為災害事蕊取扱手511(H27. 4. 15墓苑0415第13
号）

（注）検証項目 の 空 欄 に は 本 省 留 意 通 達 及 び 地 方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災
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検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検証結果． 

償求t権直径取行得使・債の権差発し生主主通え知に書該｛当求す償る差事し案控とえ判該断当し事た業場｝合に、よ署り長、四l土半求
(4）求償差し鐙え該当事 期ごとに取リまとめ、当該四半期の翌月末日までに局長へ通知

家に係る事務処理 ［参考］
『第三者行為災害事務取扱手号｜」（H27.2. 13基労災発0213第Z

号）

①請求事から不明の場合、災、第害二発当生事か者らが3年判聞明はす定る期ま的で、に又第lま二処
当筆者に係る調査を実経し
理を完結するまで署長（;J:求債権取得・債指発笠通知書（求償差し
控え該当事案｝により局の報告

〔5)第三当事者が不明の ②初回の保政給付後に所在不明となった場合、当初抱握していた
場合の事務処理 情報に基づき、求償権取得・債権発生通知書（求償差レ控え該当

事業）により局へ報告
【参考1
「第三者行為災害事務取扱手引』（H27.2.13基労災発0213第Z

号｝

自陪先行事案について、請求人の意向を適宜確認の上、労災保
険給付の支給を先行

(6) 自賠先行事案に係る ［参考1
事務処理 ①平成27年度本省留意通達（H27.2. 13基労災莞0213第2号）

@f第三者行為災害事務取扱手引J(H27. 4. 15基発0415第13
号）

派遣労働者が被った労働災害が第三者行急災害に該当するか否
か検討の上、該当する場合には必要な調査を~.61i

(7）派遣先事業主（：：係る I参考］
①『第三者行為災害事務取扱手苦IJ (H27. 4. 15基発0415第13求償事務
号）
②「派遣先事業主に係る第三新子為災害の取扱いについてJ
佃24.9. 7基発0907第4号）

4自由追加欄》
~ 

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



1機密性2) 31 / 44 

検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無｛有の場合具体的に） 改善措置 その後の検鉦結果

‘’－－  ..‘ー ー・，.・， . .• ‘a d、 . ，•， ＇.曹””， .. 
6費用徴収に係る事務処理 l ’ ，.， 

、 、 ・， ＇ • ： ・、，・.；.・ －，玖. .。’.・－ ,, ー, ’h 

署長は費用徴収に該か当すな事る可業能を除性きの、あ速るや事か案lを認めた場合は、費用徴収に該当の可能性 E主当しないことが明ら こ局長への通知
のある事業の通知 ［$考】

平成22年度本省留意通達（H22.2. 25基労発0225第1号）

《自由追加柵》

7 不正受給防止対策 ， ー冒圃唱 一

ι ， ， ー‘ 6、4：仇ιy？？ ，、J 斜 ζλ，・＂＇，. －・・桝戸、

、 -:,. ' . －一 も 、J • • • • ,. ・噌e ’』・＂・ζ－--

①早期に組織的な検討のよ、事実確露を行い、速やかに局に報
告
②不正~給の疑いのある受給者に対しては、確実な聴取等の詞

不正受給の疑いのある情 査を実施
報を得た場合 I参考］

①平成26年度本省留意通達（H26.2.4基労発0204第l号）
＠平成22年度本省留意通達（H22.2. 25.基労死0225第1号｝
＠ 「労災保険草書付事務取扱手引』（H25.10. 21基発1021第l号）

E自由追加柵》

8監督・安全衛生担当部署との連携
.. 

: “‘ ー一・－一• ;, ' i’一．‘九’：，司』・＇c，件F、で，＂＂・＇’・，守F・－ー’J・一：・一、一'?. . ' 
" . ., ''. , ., －ー町

脳・心縫疾患事案及び精神障害事業について、労災請求がなされ
(1) 労災請求草案に係る た段階において、監督・安全衛生都署へ情報提供

情報復侠 【参考】
平成27年度本省留意通達（H27.2.132喜労災発0213第2号）

t音神障害事案について、包定した段階で、全ての認定事案を安全
(2) 労災認定事案に係る 衛生部署へ情報提供

情報提供 I参考1
平成27年度本省留意通達（H27.2. 13基労災発0213第Z号）

《自由追加欄》

L、、ノ

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災
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検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に｝ 改善措置 その後の検証結果

9 労災関係書類等の管理
. ，.』 』

(1）労災補償業務で使用する外観電磁的記録媒体等の管理

①管理者（課長又は繍助者）が管理簿に使用・返却の都度記裁し
て管理
②施錠できる保管庫で管理
③庁舎内でのデーヲ移動等一時的な使用のみ可であり、斤舎外
に持ち出ししない
④分庁舎で使用する外部電磁的記録媒体fj;、補助者を置き、管
理簿によりその使用状況を管理
［参考1

①USBメモリの管理 ①『『労災保険関係書類のりスタ評価に基づく対策の導入に
ついてjの一部改正について』 （限6.3. 24基労発0324第1号）
②「労災保険関係書類等のリスク評価に基づく対策の導入に
ついてJ (H22. 12. 27基労努1227第l号）
＠「労災保険関係書類等のリスク評価に基づく対策の留意点
についてJ (H22. 12. 27基労捕発1227第3号｝
＠「労働基潜行政情報システム・労災行政情報管理システム
及び労災レセプト電算処理主システム運用管理要領」
(H27. 3. 31基発0331第7号｝

①管理者（課長又Ii補助者｝が管理簿に使用・返却の都度記寂し

②③て管施庁理錠舎できる保管康で管理

外持ち出しが地方労災医員等の専門り医．へこのの意場見合依で頼あっ又て
I立本省・局・署間償援の場合に限定されてお

②医療機関か等らを収収集
も許可簿により管理者の承U!を受けている
l参考1

した図像所見 ①『『労災保険関係書類のリスク評価に基づく対策の君事入に
録した外部電磁的記 ついてJの一部改正について』 (H26. 3. 24基労発03245吉l号）
録媒体 ②「労災保険関係書類等のリλク務舗に基づく対策の導入に

ついて」 〔H22.12. 27基労発1227第1号）
③『労災保険関係書類等のリスク評価lこ基づく対策の留意点
について」 (H22.12. 27基労檎発1227第3号）
@r労働基Z慣行政情報システム・労災行政管情理報管理システム
及び労災レセプト電算処理システム運用理要領J
(H27. 3. 31基発0331第7号）

（幻請求書等の書類

①受理した請求書及び申請書fj;直ちにシステムに釜ti!できるもの

②を除業き務収終受了の後実、験績を文書に記録
員が個人的に管理している机等に保管せず、

①処理中の請求書等 所定の保管場所1：：保管するとともに他の文書と混同することを防

の保管 止する指置を説じる
I参考】

① f労災保険関係書類等のリスク評価に基づく対策の導入に
ついてJ (H22. 12. 27基労発1227第l号｝
②『労災保険給付事務取扱手事［J(H25. 10. 21基発1021第l号）

①重要度が.高の書類等の廃棄については、管理者を含む複数
名で行い、廃棄の期目・廃棄の事高容を管理簿に記事E
＠重要度が高い又は普通の書類等の廃棄については、管理者又
Iま舗助者と担当者の複数名で文書の選耳目

②書類等の廃棄 ［参考】
① f労災保険関係書類等の日スタ評価に基づく対策の導入に
ついて」 (H22. 12. 27基労発1227第l号）
RT労災保険関係書類等のPスク評価に基づく対策の留意点
についてJ (H22. 12. 27.1;労摘発1227第3号）

（注）検註項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災
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検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に｝ 改善措置 その後の検薩結果

操作カードの管理・保管については、結錠可能な金庫等に保管
し、操島考作1カード管理者又l土録作カード管理担当者が行う

同操作均一ドの管理 I参考
「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及

＼ 

ぴ労災レセプト包算処理システム運用管理要領』 (H27. 3. 31 
Ji発0331第7号）

(4）情報セキュリティ対策

①重外要部な電情磁報的I記A録原媒則体とlまし庁て労舎災行激情報管理システム的に保な使存用
② 舎内でのデータ移動等一時
のみ可であり、使用後はデータ消去
［歩考1

①情報の利用・保存 ①『労災保険関係書類等のPスク評価に基づく対策の導入24基に
ついてJ (H22. 12. 27基労発1227第1号、一部改正H26.3. 
労発0324第1号）
②「労災保険関係書類等のリスク評価におづく対策の留意点
について」 (H22. 12. 27基労補発1227第3号）

①情報の格付及び取扱制限のt決ス定ワ・ー明ド崇設を定ししてている
②重要情報を記録する場合、， いる

②情報の格付等 ［参考］
①厚生労働省手順情報書セキュロティポリシー（H27.12. 21改正）
②情報取扱 (27. 4. 28) 

《自由追加欄》

え

（注）倹証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 34・／ 44 

検証項目 自署の取組状況 適正な取組 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検証結果

，ー ・ー . －， ー‘i-
... 町E ’『2干．ー ． 

《自由追加欄》

《自由追加JU

《自由追加欄》

《自由追加欄》
). 

《自由追加欄》

《自由追加棚》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 35 / 44 

平成27年度中央監察結果に基づく労災補償業務チェックリスト【署】
呈

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検E結果

1基本的な事務処理の徹底
... 

日予 、 ， 白，，－＿ ＇一－‘、』 －．’.. －.’..白；.•一 ：白： .目．｝一、込M‘ 、‘J． － 

(1）諸家主害等の即日入力等

①錆求書の入力

②理簿保険給付請求書処
’‘ 

③不備返戻処理

＠キャンセルされ当
日中に繍正できない
場合

（幻未処理事案りスト等の活用

①未処寝事案リストに
よる進行管理

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 36 / 44 

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検駈結果

②支給労者災就リス学トi等墨EにE費よ朱る

労災就学~t量償責の
申請漏れの確認

(3) 通産な給付基礎日額
の算定

(4) 傷病の状態等に聞す
る届の提出

(5）請求人等への懇切・丁寧な対応

①請求人等への処理
状況等の説明

②不支給事案に係る
説明

(6) 審査請求書Fで取消と
なった事案の管理

《自由追加欄》

（注）検註項目の空横には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 37 / 44 

検証項目 白署の取組状況 問題点の有無情の場合具体的に） 改善措置 その後の検鉦結果

- . • ・． ' . 戸 ーー‘ ー・ ・一・・， ．一・戸

2 長期未決事業発生防止及び早期解消 ; •• .•• •• 

(1）管理者の進行管理

(2) 事案検討会の開催時
期‘

(3）調査計画書の策定 l. 

①E量定すべき内容

②調査計画書の策定

③請求書受付時点で
3か月を超える見込み
がある事業及び請求
書受付当初にlま‘馬主
期の処理が予定され
たが、3か月を経過し
た事案の調査計画書
の策定

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 38 / 44 

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に〕 改善措置 その後の検量結果

(4) 処理経過簿の決裁、
記載

(5) 他保険への返還が必
要となる穆案の処理 、

《自由追加欄｝

3精神障害事案に係る事務処理、
当F

・，一’ー－ ..・ .. 

(1）初動鈎査等

(2)既往歴調査

(3）管理者め進行管理

《自由追加欄｝

（注〉検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



｛機密性2) 39 / 44 

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無〔有の場合具体的に） 改善措置 その後の検Ii結果

• • • • a・.，・． -‘R一司E .' ‘ ．・』 ’F、’曹＿.守－.，』’ －．・’・・『1’‘. - -, ’ 

4 右綿関連疾患に係る事務処理
司F '' -. 一‘

‘a ・，・ 一一

業務上外の判断に当
(1）たっての労災医員等

、ー，

の意見

〔幻 本省協議事業の局報
告

《自由追加欄》

’・ ＋ ・ . 、4 • ~ －・、． ー－ 園．，－・F哩 田‘・司・-. ．ーー，’ . ’ 司• 5第三者行l為災害に係る事務処理 町町、‘ . ' ，、・・ .＇，『S
． 園、' ’ 唱目r 冒 』v ．’ ・・一． ・・、 ．・‘ ． ， 

、

(1) 第三者行為災害届の
受付

第三者行ゐ災害受付

(2) 台綴及び第三者行為
災害処理経過簿の決
童住

ω） 求償事案に係る事務
処理

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 40 I 44 

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無｛有の場合具体的に） 改善措置 その後の倹恒結果

(4) 求償還豊し控え銭当事
案に係る事務処理

(5) 第二当事者が不明の
場合の事務処理

(6) 事自賠務処先理行事p案vにt 係る

(7) 派遣先事業主に係る
求償事務

《自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 41 / 44 

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に） 改善措置 その後の検証結果

＇.、 。，.. :・・ －司 f 噌 . , . ＿： ‘：、白・－－，、＇:1，》，『－ ， 

・-' 目－－－ ‘4一’F、－ー・・『且,.-_ z唱. 

6費用徴収に係る事務処理 ー ． ・・ ' ... 
-. · • φ ・，トー

費用徴収に該当の可能性
のある事案の通知

rn由追加欄3

ア不正受給防止対葉
、 ー・ 一 . 、 J一－ 一 ' --，.－－－、 ，“ .-- 1、：：：一F，一之ててて τ 、
． ＿，、 - ' ・－』 ～ . 、＋，’ 邑J’・・．． ‘ 、

不正受給の疑いのある情
殺を得た場合

《自由追加欄｝

同ト ' , - p - ,,- p 1・2 ， ，＇・4 ‘』『...’ 
、』.. ・,・--- ~、つa’ー、2 日φe‘.： ＇.：”J，、一ι : 8監督・安全衛生担当部署との連携 ・ - E ’ e ''' ・.’．園 ，、.' ， 、.-

2・ E
ー， ・＋ ．ー ・ー ． ‘ ,'. 

〔1)労災請求事業に係る
情報復供

(2) 情労災報認提定供事実に係る

《自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 42 / 44 

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無｛有の場合具体的に） 改善措置 その後の検征結果

9 労災関係書類等の管理
－ ・r． 

(1）労災情償業務で使用する外部電磁的記録媒体等の管理

①USBメモリの管理

②医療機関から収集
した画像所見等を収
録した外部電磁的詑
録媒体

(2）請求書等の書類

①処理中の請求書等
の保管

②書類等の廃棄

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 43 / 44 

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に｝ 改善措置 その後の検笹結果

(3）操作カードの管理

(4）情報セキュリティ対策

①情報の利用・保存

) 

②情報の格付等

t自由追加欄》

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災



（機密性2) 44/ 44 

検証項目 自署の取組状況 問題点の有無（有の場合具体的に｝ 改善措置 その後の検粧結果

， 

《自由追加繊》

《自由迫加欄》

《自由追加欄》

《自由追加柵》

《自由追加繍｝

、
《自由追加棚》

「

（注）検証項目の空欄には本省留意通達及び地方監察結果等を踏まえた項目を適宜追加 署労災


